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【書類名】明細書
【発明の名称】改良浚渫土砂の埋立工法及び埋立装置
【技術分野】
　【０００１】
　本発明は、浚渫土砂と製鋼スラグなどの改良材を混合し、安全かつ確実に海底に投入す
る作業を１隻の専用船でおこなうものである。
【背景技術】
　【０００２】
　浚渫工事により生じた浚渫土砂にスラグを混合して海底に投入して浚渫土砂の土質を改
善して埋立がおこなわれており、図５に示すように、浚渫船で浚渫をおこない、浚渫土砂
を土運船に積み込んで台船へ運搬し、台船において浚渫土砂とスラグを混合し、土質改良
した浚渫土砂を水底に打設している。
　しかしながら、浚渫土砂とスラグの混合土は、台船から単に海中に投下されるので海底
に到達するまでに浚渫土砂とスラグが分離して固化強度が低下することがあり、十分な強
度の埋立地盤が得られない。
　【０００３】
　また、パイプ内において浚渫土砂と土質改良剤を混合する管中混合固化処理工法が提案
されているが、浚渫土砂とスラグの混合・混練と、水中打設とが別個の工程となり、船団
・機器構成が複雑になり、コスト高になると共に、混合土が弁を通して圧送されることか
ら、弁の保護のために異物を浚渫土砂とスラグから除去する必要があり、作業が煩雑であ
った。
　そこで、特許文献２（特開２００９－２０３６号公報）では、図６に示すように、水中
打設管を装備した水中打設用台船を使用し、水中打設管に浚渫土砂とスラグを投入し、水
中打設管の内部で撹拌混合して水中打設管内に堆積させることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
　【０００４】
　　【特許文献１】特開２００９－２０３６号公報
　　【特許文献２】特許第３０６９９７６号号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
　【０００５】
　特許文献１の水中に設置した水中打設管内で浚渫土砂とスラグを混合する方法では、水
中打設管の容量によって混合する浚渫土砂量が限定され、また、連続的に改良土を海底に
打設することができず、作業効率の改善の余地があった。
　本発明は、浚渫土砂と土質改良剤のスラグの混合打設を連続的におこない、改良土の海
底への打設効率を高めて施工期間を短縮することを目的とするものであり、施工期間の短
縮にともないコストの低減を達成しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
　【０００６】
浚渫土砂とスラグを所定の割合でホッパーに投入し、加圧ポンプで浚渫土砂とスラグを加
圧してプラグ流を発生させ、複数の拡径部が間隔をおいて設けてある圧送管に送り込み、
この拡径部内に圧縮空気を吹き込んで浚渫土とスラグを撹拌混合し、混合された浚渫土と
スラグをトレミー管で海中に打設する改良浚渫土砂の埋立工法である。
　台船に浚渫土砂とスラグを受け入れる計量装置を具備したホッパーが設けてあり、この
ホッパーの排出部には圧送管が接続されており、圧送管は複数の拡径部が間隔をおいて設
けてあると共に、この拡径部には圧縮空気を送り込む複数の圧気管がその圧気の噴射方向
を変えて接続されており、圧気管は減勢装置を介してトレミー管に接続されている改良浚
渫土砂の埋立装置である。
【発明の効果】
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　【０００７】
　本発明によれば浚渫土砂と土質改良剤のスラグを連続的に混合することができ、混合土
の海中への投入を１隻の台船で施工するものであるので、工期の短縮、及びコストの低減
が達成されると共に、浚渫土砂の土質や含水率に応じて改良剤の混合割合の変更が容易で
あるので、混合土の品質管理が容易となり、最適な混合比で強度の大きな改良土を得るこ
とができる。
　また、混合土の圧送管が台船上に配置されているため、従来技術のように混合場所から
打設場所まで圧送管を配設する必要がなく、台風来襲などの悪天候時においても、台船の
退避を短時間でおこなうことができ、安全に施工ができ、工事の再開も段取りが簡易であ
って短時間で再開できることから、施工期間の短縮が可能である。
　浚渫土砂と改良材のスラグを計量して混合し、船内のプラグ流発生式圧送管内で混合さ
せ、浚渫土砂の海中への打設に当たっては、台船に装備した伸縮自在のトレミー管を使用
するため、すべての工程をほぼ密閉状態で施工することができるので、海洋汚濁が防止さ
れ、また、大気中への粉塵等の飛散を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
　【０００８】
　　【図１】本願発明の埋立工法のシステム図。
　　【図２】圧送管の拡径部における撹拌作用の説明図。
　　【図３】浚渫土埋立装置の実施例の正面図。
　　【図４】浚渫土埋立装置の実施例の平面図。
　　【図５】従来の浚渫土埋立工法の概念図。
　　【図６】従来の他の浚渫土埋立工法の概念図。
【発明を実施するための形態】
　【０００９】
　本発明の浚渫土砂による埋立工法は、図１に示すように、浚渫土砂と地盤改良材のスラ
グを夫々計量して最適な混合比でホッパー１に投入して混合するものである。
　浚渫土砂の含水量などの特性を考慮して最適な混合土が得られるスラグの混合量を定め
、定量フィーダ１１で所定量をプラグ流発生装置２に送り込んでプラグ流を生成する。プ
ラグ流発生装置２は圧縮空気を圧送管３内に送り込む加圧ポンプ２１を具備するものであ
り、特許文献２（特許第３０６９９７６号公報）に開示された公知の装置である。含水比
の高い浚渫土砂と地盤改良材を混合して圧送することによって圧送管路内で撹拌混合して
改良土を得るものである。
　その原理は、圧送管内に圧縮空気を供給すると、圧送管の下部に土砂が堆積し、圧縮空
気が圧送管上部を流れる状態となり、堆積した土砂の表面が波立って土砂が圧送管を塞ぎ
（プラグ状態）、その結果、土砂が圧縮空気によって圧送される。そして、再び圧縮空気
が土砂上面を流れる状態となり、土砂表面が波立ってプラグ状態になって圧送されるとい
うことが繰り返されるので、土砂と地盤改良材が撹拌混合されながら圧送されるのである
。
　【００１０】
　本発明は、このプラグ流を利用するものであるが、土砂とスラグの混合及び海中への打
設を台船上でおこなうものであるので、圧送管３の長さを大きくすることができないため
撹拌混合が十分とはいえない。台船の長さが５０ｍ程度とすると、圧送管の長さは３０ｍ
程度しか取れず、十分な撹拌混合がおこなわれないことになる。そのため、圧送管３の途
中に間隔をあけて複数の拡径部３１を設け、土砂流が拡径部３１における断面変化によっ
て激しく波立つようにして浚渫土砂とスラグの混合が確実におこなわれるようにしてあり
、図１の例では、３ｍおきに長さ３ｍ程度の拡径部３１を５個設けてある。
　拡大部３１の直径は、圧送管３の直径が４００ｍｍの場合、直径８００ｍｍであり、倍
の直径としてある。
　【００１１】
　また、図２に示すように、圧送管３の途中に設けた拡径部３１には圧気を拡径部に噴出
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させる圧気口３５がこの実施例では３個設置してあり、それらの圧気口３５の噴出方向は
異なる方向に向けてある。図２の例では、プラグ流の進行方向、逆方向、及び進行方向に
直角方向の３方向に向けて圧縮空気を噴出させるように圧気口３５が設けてあり、圧縮空
気を噴出することによって拡径部３１において土砂流が大きく波打つようようにして浚渫
土砂とスラグの撹拌混合が十分おこなわれるようにしてある。
　このように、複数の拡径部３１においてプラグ流が大きく波打つことから浚渫土砂とス
ラグが均一に混合されることになり、改良土の品質が平均化されて均質なものとなる。
　【００１２】
　そして、トレミー管５の上部に圧送管３を竪管３２で引き回し、上部に設けた減勢装置
４で圧送された混合土の勢いを弱め、トレミー管５で海底に改良された浚渫土砂を打設す
るものである。
　トレミー管５は、台船から海底までの長さを調整することができるように伸縮自在とし
てあり、様々な水深の施工場所に適用可能であり、改良土が海水中を落下中に分散するこ
となく安定した状態で海底に着底させることができる。
　更に、トレミー管５は二重構造としてあり、浚渫土砂の投入の際に浮遊しやすい土粒子
を二重にしたトレミー管５の内管と外管の水位差によって生じる循環流を利用し、トレミ
ー管内に滞留させることで周囲の海水の濁りやアクなどによる水質汚染を低減することが
できる。
　【００１３】
　図３及び図４は、本発明の埋立工法を実施するためのシステムを台船に設置した一例を
示すものであり、長さ約５０ｍ、幅３０ｍの台船１０に図１のシステムを設置したもので
あり、トレミー管５は台船１０から海底に届くように設置したものである。
　台船１０の両脇には、スラグと浚渫土砂を運搬してきたボックスバージ７０、７１が横
付けされており、台船１０に旋回可能に設置されたバックホー６によって浚渫土砂とスラ
グがホッパー１に投入され、前記したように混合土が圧送管３と拡大部３１で撹拌混合さ
れ、トレミー管５によって海底に打設される。
【符号の説明】
　【００１４】
１　　ホッパー
２　　プラグ流発生装置
２１　加圧ポンプ
３　　圧送管
３１　拡径部
４　　減勢装置
５　　トレミー管
６　　バックホー
７０、７１　ボックスバージ
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【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
浚渫土砂とスラグを所定の割合でホッパーに投入し、この混合土を加圧ポンプで加圧して
プラグ流を発生させ、複数の拡径部が間隔をおいて設けてある圧送管に送り込み、この拡
径部内に圧縮空気の噴出角度を異ならせて吹き込んで浚渫土とスラグを撹拌混合し、浚渫
土とスラグの混合土をトレミー管で海中に打設する改良浚渫土砂の埋立工法。
【請求項２】
請求項１において、トレミー管が伸縮自在である改良浚渫土砂の埋立工法。
【請求項３】
台船に浚渫土砂とスラグを受け入れる計量装置を具備したホッパーが設けてあり、このホ
ッパーの排出部には圧送管が接続されており、圧送管は複数の拡径部が間隔をおいて設け
てあると共にこの拡径部には圧縮空気を送り込む複数の圧気管がその圧気の噴出角度が異
なるように設けてあり、圧送管の出口には減勢装置を介してトレミー管が設けてある改良
浚渫土砂の埋立装置。
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【書類名】要約書
【要約】
【課題】浚渫土砂と土質改良剤のスラグの混合打設を連続的におこない、改良土の海底へ
の打設効率を高めて施工期間を短縮し、コストを低減する。
【解決手段】浚渫土砂と地盤改良材のスラグを夫々計量して最適な混合比でホッパー１に
投入する。圧送管３の途中に間隔をあけて拡径部３１を設け、土砂流が拡径部における断
面変化によって激しく波立つようにして浚渫土砂とスラグの混合が確実におこなわれるよ
うにし、拡径部には圧気を拡径部に噴出させる圧気の噴出方向を互い異ならせた圧気口か
ら圧縮空気を拡大部内に噴出して土砂流が大きく波打つようようにして改良土を均質なも
のとし、混合土をトレミー管によって海底に打設する。
【選択図】図１
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【書類名】図面
【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】


